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第１ 新地方公会計制度の概要 

第２ 統一的な基準による財務書類（一般会計等） 

第３ 財務書類の分析指標 

第４ その他 



 

 

１ 新地方公会計制度の導入 
  平成１８年、総務省より「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の

策定」において、地方公会計改革が掲げられました。より正確な財務情報の公開と、資産・

債務の適正な管理の観点から、「総務省方式改訂モデル」と「総務省基準モデル」に基づい

た貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の作成が求められ、

恵庭市では平成２０年度決算から新基準への対応として総務省方式改訂モデルを採用し、

作成してきました。 

  しかし、公有財産の状況や発生主義による取引情報を複数仕訳によらず決算統計（地方

財政状況調査）のデータを活用して作成する「総務省方式改訂モデル」では、数値の正確

性等の面で課題がありました。 

   このため、総務省において、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書

類の作成に関する統一的な基準が示され、原則として平成２７年度から平成２９年度まで

の３年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用するように要

請されたところです。 

  恵庭市では、平成２７年度決算から統一的な基準に基づいた財務書類を作成しています。 

 

２ 新地方公会計制度の意義 
  発生主義に基づく財務書類において、現金主義会計では見えにくいコストやストック

を把握することで、中長期的な財政運営への活用の充実が期待できることや、住民や議会

等に対し、財務情報をわかりやすく開示することによる説明責任の履行と、資産・債務管

理や予算編成等に活用することが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 新地方公会計制度の概要 
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１ 財務書類 

   財務書類は、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」及び「資金収

支計算書」の４表から構成されており、下記のとおり相互関係があります。 

 
 

２ 貸借対照表 

基準日時点における地方公共団体の財政状態を明らかにすることを目的として作成さ

れる財務書類です。 

資産及び負債の科目の配列は、固定性配列法によるものとし、資産項目と負債項目の

流動・固定分類は決算日の翌日から起算して１年以内に入金または支払の期限が到来す

るものについては、流動としています。（１年基準） 

 

【資産の部】 

  （１）固定資産 

 有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産に区分し、原則として取得価額 

で計上しています。 

 

有形固定資産１０８，６２６，２０５千円  無形固定資産 ２６２，９２９千円 

有形固定資産は事業用資産、インフラ資産、物品に、無形固定資産はソフトウェア、 

その他に分類されており、所有する全ての固定資産は、取得価額、耐用年数等を網羅

的に記載している固定資産台帳に基づいています。 

また減価償却は定額法を採用しており、固定資産の当該会計年度期首における取

得価額に耐用年数に応じた定額法の償却率を乗じて算出した金額により算定してい

ます。 

なお、事業用資産及びインフラ資産に含まれる建設仮勘定は、工期が一会計年度を

越える建設中の建物など、完成前の有形固定資産への支出等を仮に計上しておくた

めのものです。当該有形固定資産が完成した時点で本勘定に振り替えられます。令和

６年度決算では９４８,３５４千円を計上しています。 

行政コスト計算書 純資産変動計算書 資金収支計算書

資産 負債 経常費用 前年度末残高 業務活動収支

前年度末残高

純行政コスト 本年度末残高 本年度末残高

【財務書類相互関係】

経常収益 純行政コスト 投資活動収支

（現金預金） 臨時損失 財源 財務活動収支
純資産

臨時利益 固定資産等の変動

貸借対照表

第２ 統一的な基準による財務書類（一般会計等） 
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 投資その他の資産 ８，７４７，３０６千円 

 投資その他の資産とは、有価証券、出資金などの投資及び出資金があり、その外に 

は、当初調定年度が１年以上経過している未収金である長期延滞債権６５，８７７千

円を計上しています。 

  徴収不能引当金は、長期延滞債権のうち回収不能見込額である△１５，５０７千円

を計上しています。 

 

 （２）流動資産 

    現金預金は、現金及び現金同等物（各地方公共団体が資金管理方針等で歳計現金等 

   の保管方法として定めた預金等）から構成されています。 

未収金は、市税、使用料・手数料、貸付金の収入未済額である３０，０６９千円を 

計上しています。 

徴収不能引当金は、未収金のうち回収不能見込額である２千円を計上しています。 

 

【負債の部】 

（１）固定負債 

退職手当引当金は、財務書類作成基準日において在籍する職員が自己都合退職に 

   より退職するとした場合の退職手当要支給額２，１１３，６０８千円を計上していま

す。 

 

（２）流動負債 

    未払金は、備荒資金組合への翌年度支払予定額１４０，９３５千円を計上していま

す。 

賞与等引当金は、将来の支給見込額のうち、財務書類作成基準日に発生していると 

   認められる３１２，０５９千円を計上しています。 

 

【純資産の部】 

（１）固定資産等形成分 １１９，７６１，６４５千円 

固定資産形成のために要した資源の蓄積であり、原則として固定負債と純資産か 

ら充当されます。 

 

（２）余剰分（不足分） △２４，１５８，４６１千円 

地方公共団体の消費可能な資源の蓄積をいい、流動資産（短期貸付金及び基金を除 

く）から負債を控除した額を計上しています。 
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３ 行政コスト計算書 
   会計期間中の地方公共団体の費用・収益を明らかにすることを目的として作成される 

   財務書類です。 

   費用を「経常費用」と「臨時損失」に、収益を「経常収益」と「臨時利益」に区分し、 

  純行政コストを計算します。 

   また費用及び収益は、総額によって表示されることを原則とし、費用の項目と収益の 

   項目を直接に相殺することによって、その全部又は一部を除去してはならないとされて

います。（総額主義の原則） 

 

 【経常費用】   ３２，７９４，４８１千円 

  毎会計年度、経常的に発生するものをいいます。 

  （業務費用）  １８，１５１，８１７千円 

人件費は、恵庭市職員の給与や退職手当、議員報酬等であり５，２６８，８８５千

円を計上しています。 

賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額は、発生主義に基づき認識されるコス

トであり、翌期以降に支出が見込まれる賞与や退職手当のうち当期における発生分

を計上しています。 

物件費等は、備品や消耗品の購入費、委託料や維持補修費用、減価償却費等であり、

１２，３８９，９６７千円を計上しています。 

その他の業務費用は、地方債の利子の支払額等を計上しています。 

徴収不能引当金繰入額は、翌期以降に見込まれる徴収不能額のうち、当期における

発生分はないことから計上しておりません。 

（移転費用）  １４，６４２，６６４千円 

  移転費用とは、負担金や補助金、他会計への繰出金など、他のところに移転される

コストをいい、扶助費、負担金等を計上しています。 

 

【経常収益】 

  毎会計年度、経常的に発生するものをいいます。 

  使用料及び手数料は８００，０１１千円、雑入などのその他の収益は４３４，８２５千 

円を計上しています。 

 

【臨時損失】 

 臨時に発生する費用をいいます。 

 資産除売却損として、１，１２１千円計上しています。 

 

【臨時利益】 

臨時に発生する収益をいいます。 

  資産売却益として、３６，２１９千円計上しています。 
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４ 純資産変動計算書 
     一会計期間における貸借対照表の純資産の変動を明らかにすることを目的として作

成される財務書類です。 

  「純行政コスト」、「財源」、「固定資産等の変動」、「資産評価差額」、「無償所管換等」及 

  び「その他」に区分して表示し、貸借対照表の純資産の額と同額を本年度末純資産残高と 

  して計上されます。 

    

 【前年度末純資産残高】  ９５，２５７，１６４千円 

  前年度決算書の貸借対照表及び純資産変動計算書に記載している残高を計上します。 

 

 【純行政コスト】    △３１，５２４，５４７千円 

  当該年度の行政コスト計算書の収支尻である純行政コストを計上します。 

 

 【財源】         ３１，７１０，７３８千円 

  純行政コストを賄う国県等補助金及び税収等を計上します。 

 

 【固定資産等の変動】    

  純資産内部の変動を示すものです。よってその「固定資産等形成分」と「余剰分    

（不足分）」は、絶対値が同じで符号が逆転した金額になります。 

 

 【資産評価差額】         １０，３５４千円  

  有価証券等の資産について時価評価等の評価替えが行われ、評価差額が発生した 

  場合に計上します。 

 

【無償所管換等】         ６０，２８８千円 

  地方公共団体に対し他の団体や個人から固定資産が無償に譲渡された金額を計上 

  します。 

 

【その他】            ８９，１８８千円 

  上記以外の純資産及びその内部構成の変動を計上します。 
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５ 資金収支計算書 
   一会計期間における地方公共団体の活動に伴う資金の流れを、３つの活動に分けて表 

   示するもので、債務の支払能力の評価等に活用することを目的として作成される財務書 

   類です。 

 

 【業務活動収支】       ２，９６６，０２２千円 

   地方公共団体が営む経常的事業や一般的な財源である税収等により継続的に発生  

する支出と収入及び特別な活動から生じる支出と収入を集計し、差額を業務活動収 

   支として表示します。 

     （業務支出）人件費、物件費、支払利息、補助金、社会保障給付、他会計への繰出

等である２８，８１２，９２８千円を計上しています。 

    （業務収入）税収等、国県等補助金、使用料及び手数料等の収入額である 

          ３１，７７８，９４９千円を計上しています。 

 

 【投資活動収支】     △１，６２４，６５６千円 

   地方公共団体が営む投資的事業に係る臨時・特別に発生する支出と収入を集計し、 

    差額を投資活動収支として表示します。 

      （投資活動支出）公共施設等整備費、基金積立金、投資及び出資金、貸付金等であ

る６，７６４，７７８千円を計上しています。 

    （投資活動収入）国県等補助金、基金取崩、貸付金元金回収、資産売却等である 

            ５，１４０，１２３千円を計上しています。 

 

 【財務活動収支】     △１，２２１，２８８千円 

   地方債の償還や発行等に伴い発生する支出と収入を集計し、差額を財務活動収支 

    として表示します。 

   （財務活動支出）地方債償還等を計上しています。 

   （財務活動収入）地方債発行等を計上しています。 
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６ 注記 
   注記とは、財務書類本体の記載内容に関連する重要事項をより明瞭に表示するため 

に、財務書類の末尾等に記載されるものです。記載する内容は、以下のとおりとなって 

おります。 

   

  （１）重要な会計方針 

    固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準及び算定方法など 

 （２）偶発債務 

    保証債務及び損失補償債務負担の状況など 

 （３）追加情報 

    対象範囲（対象とする会計名）、一時借入金の実績など 
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（一般会計等） 

注記 

 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、不明なものは、再調達原価としていま

す。ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものは備忘価額１円としています。また、

物品は、「恵庭市物品管理規則」に規定するもので、原則として取得価額または見積価格が５０万円（美

術品は３００万円）以上の場合に、その取得価額を資産として計上しています。 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

ア．市場価格のある有価証券等 

財務書類作成基準日における時価により計上しています。 

イ．市場価格がない有価証券等 

取得原価により計上しています。ただし、実質価額が著しく低下したものについては、相当の減

額を行った後の価額で計上しています。 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用

年数に基づき、定額法により算定しています。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

ア．徴収不能引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更正債権等に

分類し、それぞれの過去の徴収不能実績率等による回収不能見込額を計上しています。 

イ．賞与等引当金 

職員等に対する賞与等の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、財務書類作成基準日に発

生していると認められる額を計上しています。 

ウ．退職手当引当金 

職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務書類作成基準日において在職する職員が自己都

合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。また、「恵庭市公営企業会計の

退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業会計及び下水道事業会計が毎期支出する退

職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとしています。 

 

（５）リース取引の処理方法 

   ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 
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（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

ア．会計間の相殺消去 

会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。 

イ．消費税及び地方消費税の会計処理 

  税込方式によっています。 

 

２ 偶発債務 

   会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合

に債務となるものは、次のとおりです。 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況 

１２，３０７千円 

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

   １件  ２６，８７７千円（令和６年度末における訴訟金額） 

 

３ 追加情報 

（１）対象範囲（対象とする会計名） 

一般会計、土地区画整理事業特別会計、土地取得事業特別会計、墓園事業特別会計 

 

（２）一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

一般会計等は、普通会計の対象範囲と差異がありません。 

 

（３）地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納

整理期間（令和７年４月１日～５月３１日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会

計年度末の計数としています。 

 

（４）各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。 

 

（５）地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況（普通会計） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － ７．７% － 

 

（６）利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

   ３，８９５千円 

 

（７）繰越事業に係る将来の支出予定額 

区分 金額 

一般会計 １，４４４，４７５千円 

繰越明許費等 合計 １，４４４，４７５千円 

 

 

-13-



（８）売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 

売却が既に決定している、または、近い将来売却が予定されていると判断される資産。 

 

（９）基金借入金（繰替運用）の内容 

 期間 繰替運用額 

恵庭市基金 令和 ６ 年 ４ 月 １ 日～令和 ６ 年 ５ 月３１日 ４，５００，０００千円 

恵庭市基金 令和 ６ 年 ９ 月２７日～令和 ７ 年 ３ 月３１日 １，２００，０００千円 

恵庭市基金 令和 ７ 年 ３ 月１２日～令和７ 年 ３ 月３１日 ２，８００，０００千円 

 

（１０）地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含ま

れることが見込まれる金額 

１８，３６６，１８５千円 

 

（１１）将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 

普通会計の将来負担額     ３１，５１９，５１８千円 

［内訳］普通会計地方債残高    ２２，８８０，４７７千円 

        債務負担行為支出予定額        ７４６，６１５千円 

        公営事業地方債負担見込額     ６，２２６，２３３千円 

        一部事務組合等地方債負担見込額                 ０千円 

    退職手当負担見込額     １，６６６，１９３千円 

        第三セクター等債務負担見込額                 ０千円 

        連結実質赤字額                   ０千円 

    一部事務組合等実質赤字負担額                 ０千円 

基金等将来負担軽減資産      ３１，７５５，７９３千円 

［内訳］地方債償還額等充当基金残高    ８，０５２，７８７千円 

        地方債償還額等充当歳入見込額    ５，３３６，８２１千円 

        地方債償還額等充当交付税見込額   １８，３６６，１８５千円 

（差引）普通会計が将来負担すべき実質的な負債    ▲２３６，２７５千円 

 

（１２）純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

貸借対照表の純資産における固定資産等形成分とは、固定資産形成のために要した資源の蓄積

をいい、固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金を加えた額を計上しています。ま

た、余剰分（不足分）とは、消費可能な資源の蓄積をいい、流動資産（短期貸付金及び基金を除

く）から負債を控除した額を計上しています。 

     

（１３）基礎的財政収支   

 業務活動収支（支払利息支出を除く）                           ２，８８１，２５３，２５９円 

 投資活動収支（基金積立金支出、基金取崩収入を除く）       －１，２７２，７０３，５４９円 

基礎的財政収支              １，６０８，５４９，７１０円 

※「地方公会計の推進に関する研究会」の報告を受け、指標の算定を H30 より変更。 
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（１４）地方自治法第２３３条の規定に基づく決算情報との関連性 

ストック情報（資産・負債）や現金支出を伴わないコストを発生主義で認識しています。 

 

（１５）一時借入金の状況 

一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額は４，０００，０００千円です。 

 

（１６）実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額により差が生じています。 
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発生主義・複式簿記の導入や固定資産台帳の整備を前提とする統一的な基準による地 

  方公会計により、新たな指標を把握することが可能になりました。 

 

１ 歳入額対資産比率 

これまでに形成されたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するか表して

います。 

歳入額対資産比率＝資産÷歳入総額 

    資産：「資産合計」（貸借対照表） 

    歳入総額：「業務収入」「臨時収入」「投資活動収入」「財務活動収入」 

「前年度末資金残高」（資金収支計算書） 

                               （単位：円、年） 

 資産合計 歳入総額 比率 

一般会計等 121,640,285,007 40,048,242,225    3.04 

全体 163,003,233,014 56,931,010,565 2.86 

連結    

 

 

２ 純資産比率 

総資産のうち返済義務のない純資産がどれくらいの割合かを表しています。 

    純資産比率＝純資産÷資産 

    純資産：「純資産合計」（貸借対照表） 

    資産：「資産合計」（貸借対照表） 

（単位：円、％） 

 純資産総額 資産合計 比率 

一般会計等 95,603,183,250 121,640,285,007 78.60 

全体 107,283,073,475 163,003,233,014 65.82 

連結    

 

 

３ 資産老朽化比率 

有形固定資産のうち償却資産について、耐用年数に対して資産の取得からどの程度

経過しているのかを表しています。この比率が高いほど施設の老朽化が進んでいると

言えます。 

    資産老朽化比率＝減価償却累計額÷取得価額 

     

第３ 財務書類の分析指標 
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減価償却累計額：「建物減価償却累計額」「工作物減価償却累計額」 

「その他減価償却 累計額」「物品減価償却累計額」（貸借対照表） 

    取得価額：「建物」「工作物」「その他（有形固定資産）」「物品」（貸借対照表） 

（単位：円、％） 

 取得金額 減価償却累計額 比率 

一般会計等 159,683,911,791 93,958,612,523 58.84 

全体 222,877,747,426 120,370,095,940 54.01 

連結    

 

 

４ 社会資本形成の世代間負担比率 

有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達割

合を算定することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担程度を表しています。 

社会資本形成の世代間負担比率＝地方債残高÷有形・無形固定資産合計 

地方債残高※：「地方債」「１年内償還予定地方債」（貸借対照表） 

有形・無形固定資産合計：「有形固定資産」「無形固定資産」（貸借対照表） 

※地方債残高から「臨時財政特例債」「減税補てん債」「臨時税収補てん債」「臨時財政対策債」「減

収補てん債特例分」を除く。 

※「地方公会計の推進に関する研究会」の報告を受け、指標の算定を H30 より変更。 

（単位：円、％） 

 地方債残高 有形・無形固定資産合計 比率 

一般会計等 13,945,313,985 108,889,133,889 12.81 

全体 28,149,688,815 146,523,591,661 19.21 

連結    

 

 

５ 負債比率 

総資産に対する負債の割合を表すもので、この比率が低いほど財政状況が健全であ

ると言えます。 

   負債比率＝負債÷資産 

   負債：「負債合計」（貸借対照表） 

   資産：「資産合計」（貸借対照表） 

（単位：円、％） 

 負債総額 総資産総額 比率 

一般会計等 26,037,101,757  121,640,285,007 21.40 

全体   55,720,159,539  163,003,233,014 34.18 

連結    
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６ 債務償還可能年数(参考指標) 

   実質債務（将来負担額から充当可能財源を差引いた額）が、償還財源(資金収支計算

書における業務活動収支の黒字分等)の何年分あるかを示す理論値を表すもので、償還

可能年数が短いほど、債務償還能力が高いと言えます。 

  ※「地方公会計の推進に関する研究会」の報告を受け、指標の算定を H30 より変更。 

債務償還可能年数 ＝ 
将来負担額－充当可能財源  

経常一般財源(歳入)等－経常経費充当財源等  

 

   （単位：千円、年） 

将来負担額 充当可能財源 比率 

31,519,518 31,755,793 

0.00 経常一般財源等 経常経費充当財源等 

17,390,619 16,771,364 

※債務償還可能年数について、分子（実質債務）が 0 以下となる場合は「0.00」年と表示 

 

７ 受益者負担の割合 

   行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を表すもので、当該団体の受益者負

担の特徴を把握することができます。 

   受益者負担の割合＝経常収益÷経常費用 

   経常収益：「経常収益」（行政コスト計算書） 

   経常費用：「経常費用」（行政コスト計算書） 

（単位：円、％） 

 経常収益 経常費用 比率 

一般会計等 1,234,835,781 32,794,480,995 3.77 

全体 4,459,002,722 47,854,589,487 9.32 

連結    
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■□参考にした資料■□ 

  ・統一的な基準による地方公会計マニュアル  

（一般財団法人 地方財務協会） 

  ・１００問１００答 新地方公会計統一基準 財務書類の作成と活用方法 

   （ぎょうせい） 

  ・新地方公会計制度研究会報告書 

   （http://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/pdf/100705_1.pdf） 

  ・今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書 

   （http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chikousuiken/houkokusyo.html） 

  ・今後の地方公会計の整備促進について（総財務第１０２号平成２６年５月２３日） 

   （http://www.soumu.go.jp/main_content/000292408.pdf） 

  ・地方公会計の活用のあり方に関する研究会報告書 

（平成２８年１０月 法務省自治財政局財務調査課 地方公共団体金融機構） 
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１ 全体財務書類  

 
２ 連結財務書類   

 
３ 財務書類用語集 

第４ その他 
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   （全体） 

注記  

 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、不明なものは、再調達原価としていま

す。ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものは備忘価額１円としています。なお、

水道事業会計における貯蔵品は、先入先出法による原価法を採用しています。 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

ア．市場価格のある有価証券等 

財務書類作成基準日における時価により計上しています。 

イ．市場価格がない有価証券等 

取得原価により計上しています。ただし、実質価額が著しく低下したものについては、相当の減

額を行った後の価額で計上しています。 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用

年数に基づき、定額法により算定しています。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

ア．徴収不能引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更正債権等に

分類し、それぞれの過去の徴収不能実績率等による回収不能見込額を計上しています。 

イ．賞与等引当金 

職員等に対する賞与等の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、財務書類作成基準日に発

生していると認められる額を計上しています。 

ウ．退職手当引当金 

職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務書類作成基準日において在職する職員が自己都

合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。また、「恵庭市公営企業会計の

退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業会計及び下水道事業会計が毎期支出する退

職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとしています。 

エ．修繕引当金 

水道事業会計は地方公営企業法施行規則附則第４条により計上しています。 

 

（５）リース取引の処理方法 

   ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 
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（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

ア．会計間の相殺消去 

会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。 

イ．消費税及び地方消費税の会計処理 

  税込方式によっています。ただし、水道事業会計及び下水道事業会計は税抜方式によっています。 

 

２ 偶発債務 

   会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合

に債務となるものは、次のとおりです。 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況 

１４，１９７千円 

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

   １件  ２６，８７７千円（令和６年度末における訴訟金額） 

 

３ 追加情報 

（１）対象範囲（対象とする会計名） 

一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、土地区画整理 

事業特別会計、土地取得事業特別会計、墓園事業特別会計、駐車場事業特別会計、水道事業会計、 

下水道事業会計 

 

（２）地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納

整理期間（令和７年４月１日～５月３１日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会

計年度末の計数としています。なお、水道事業会計及び下水道事業会計には、出納整理期間がありま

せん。 
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   （連結） 

注記  

 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、不明なものは、再調達原価としていま

す。ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものは備忘価額１円としています。なお、

水道事業会計における貯蔵品は、先入先出法による原価法を採用しています。 

 

（２）有価証券等の評価基準及び評価方法 

ア．市場価格のある有価証券等 

財務書類作成基準日における時価により計上しています。 

イ．市場価格がない有価証券等 

取得原価により計上しています。ただし、実質価額が著しく低下したものについては、相当の減

額を行った後の価額で計上しています。 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

定額法により算定しています。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

ア．徴収不能引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更正債権等に

分類し、それぞれの過去の徴収不能実績率等による回収不能見込額を計上しています。 

イ．賞与等引当金 

職員に対する賞与等の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、財務書類作成基準日に発生

していると認められる額を計上しています。 

ウ．退職手当引当金 

職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務書類作成基準日において在職する職員が自己都

合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。また、「恵庭市公営企業会計の

退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、水道事業会計及び下水道事業会計が毎期支出する退

職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとしています。 

エ．修繕引当金 

水道事業会計は地方公営企業法施行規則附則第４条により計上しています。 

 

（５）リース取引の処理方法 

   ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。 
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（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

ア．連結対象団体（会計）間の相殺消去 

連結対象団体（会計）間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額で表示しています。 

イ．消費税及び地方消費税の会計処理 

  税込方式によっています。ただし、水道事業会計及び下水道事業会計は税抜方式によっています。 

 

２ 偶発債務 

   会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合

に債務となるものは、次のとおりです。 

（１）保証債務及び損失補償債務負担の状況 

１４，１９７千円 

（２）係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

   １件  ２６，８７７千円（令和５年度末における訴訟金額） 

 

３ 追加情報 

（１）連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及び連結

対象と判断した理由 

【一部事務組合・広域連合】 

団体名 連結の方法 連結対象と判断した理由 

北海道市町村備荒資金組合 比例連結（0.14587246%） 加入団体 

北海道後期高齢者医療広域連合 比例連結（1.24073613%） 加入団体 

石狩教育研修センター組合 比例連結（     15.04%） 加入団体 

  

【第三セクター等】 

団体名 連結の方法 連結対象と判断した理由 

一般財団法人恵庭市振興公社 全部連結 出資割合 

一般財団法人恵庭市学校給食協会 全部連結 出資割合 

恵庭市リサーチ・ビジネスパーク

株式会社 

全部連結 派遣役員 

  ※北海道市町村職員退職手当組合、北海道市町村総合事務組合は財務書類が作成されていないため連

結していません。 

 

（２）地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納

整理期間（令和７年４月１日～５月３１日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会

計年度末の計数としています。なお、水道事業会計及び下水道事業会計には、出納閉鎖期間がありま

せん。 

 

（３） 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。 

 

（４）連結対象団体のうち、一部の個別財務書類を作成していない団体があることから、連結財務書類は 

暫定的な数値となっております。 

-32-



■財務書類４表

[貸借対照表] 年度末に保有する「資産」「負債」「純資産」を表示したもの。

説　　明 具　体　例

資産 将来の世代に引き継ぐ社会資本や投資、基金など現金化することが可能な財産。

固定資産 流動資産以外の資産。

有形固定資産 固定資産のうち物的な実体をもつ資産。 土地、建物、構築物

事業用資産 公共サービスに供されている資産でインフラ資産、物品以外の資産。 市役所庁舎、学校

インフラ資産 社会基盤となる資産。 道路、橋梁、公園

物品 恵庭市物品管理規則に規定するもので、原則として取得価額または見積もり価格が５０万円以上の資産。

無形固定資産 形がないが、所有することによって収益をもたらすことが期待される資産。 ソフトウェア

投資その他の資産 出資金、基金、長期貸付金

流動資産 1年以内に現金化される資産。 現金預金、未収金、基金

負債 市債や退職給付引当金など将来の世代の負担となるもの。

固定負債 流動負債以外の費用。 地方債、長期未払金、退職手当引当金

流動負債 １年以内に費用化されるもの。 １年内償還予定地方債、賞与等引当金

純資産 過去の世代や国・道が負担した将来返済しなくてよい財産。

固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、金銭以外の形態で保有。

余剰分（不足分） 地方公共団体の費消可能な資源の蓄積をいい、金銭の形態で保有。

[行政コスト計算書] １年間の行政運営コストのうち、資産形成につながらない行政サービスに要したコストを区分ごとに表示したもの。

説　　明 具　体　例

①経常費用 毎年度、継続的に発生する費用。

業務費用 人件費、物件費、維持補修費

移転費用 他の所へ移転される費用。 補助金、負担金、他会計繰出金

②経常収益 毎年度、継続的に発生する収益。 使用料及び手数料

(Ａ)純経常行政コスト (Ａ)＝①－②

③臨時損失 災害復旧事業に要した経費、資産を処分した際に発生した損失。 災害復旧事業費、資産売却損

④臨時利益 資産を処分した際に発生した利益。 資産売却益

(Ｂ)純行政コスト (Ｂ)＝(Ａ)＋③－④

用　　語

財 務 書 類 用 語 集

用　　語
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[純資産変動計算書] 純資産が年度中にどのように増減したかを区分ごとに表示したもの。

説　　明 具　体　例

前年度末純資産残高 前年度決算書の貸借対照表の純資産額と一致。

余剰分

純行政コスト 行政コスト計算書の純行政コストと一致。

財源 財源をどのような収入で調達したかを表したもの。

税収等 財源として調達した税収等。 市税、地方交付税、分担金、負担金

国県等補助金 財源として調達した国道補助金等。 国道補助金

固定資産形成分 財源を将来世代も利用可能な固定資産、貸付金や基金等にどの程度使ったか表したもの。

固定資産等の変動 純資産内部の変動を示すもの。

本年度純資産変動 前年度末の純資産額と今年度末の純資産額の差。

本年度純資産額 今年度の貸借対照表の純資産額と一致。

[資金収支計算書] １年間の資金の増減を３つの活動に区分し、どのような活動に資金が必要であったかを表したもの。

説　　明 具　体　例

業務活動収支 行政サービスを行う中で、毎年度継続的に発生する資金収支を計上したもの。 経常的収支＋臨時的収支

投資活動収支 公共資産の整備や貸付金などに伴い発生する資金収支を計上したもの。 投資的事業の収支

財務活動収支 市債の償還などに伴い発生する資金収支を計上したもの。 地方債の償還や発行の収支

本年度末残高 本年度末残高＋歳計外現金残高＝[貸借対照表]現金預金

用　　語

用　　語
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■代表的な分析手法

[資産老朽化比率]
　有形固定資産のうち償却資産が、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているかを表す指標。

[社会資本形成の世代間負担比率]（将来世代負担比率）
　有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達割合を算定することにより、

社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握することができる指標。

※地方債残高から「臨時財政特例債」「減税補てん債」「臨時税収補てん債」「臨時財政対策債」「減収補てん債特例分」を除く。

[歳入額対資産比率]
　歳入総額に対する公共資産の比率であり、公共資産の形成に何年分の歳入が充当されたかを表す指標。

[純資産比率]
　総資産のうち返済義務のない純資産の割合を表す指標。

[負債比率]
　総資産に対する負債の割合を表す指標。

[債務償還可能年数]
　実質債務（将来負担額から充当可能財源を差引いた額）が、償還財源(資金収支計算書における業務活動収支の黒字分等)の何年分あるかを示す理論値を示す指標。

[受益者負担の割合]
　行政サービスの提供に対する受益者負担の割合を表す指標。

資産老朽化比率（％） ＝ 減価償却累計額 ÷ 取得価額 × 100

社会資本等形成の世代間負担比率 （％） ＝ 地方債残高 ÷ （有形・無形固定資産合計）× 100

歳入額対資産比率（年分） ＝ 資産総額 ÷ 歳入総額

純資産比率（％） ＝ 純資産 ÷ 総資産 × 100

負債比率（％） ＝ 負債 ÷ 総資産 × 100

受益者負担の割合（％） ＝ 経常収益 ÷ 経常費用 × 100

債務償還可能年数（年分） ＝ （将来負担額 － 充当可能財源）÷（業務収入等 — 業務支出）

-35-


